
 

 

一 
候
補
者 

 
 
 
 
 
 

但
馬 

弘 
 

二 

所 

属 
 
 
 
 
 
 

第
一
組 

興
宗
寺 

 

三 

所
在
地 

 
 
 
 
 
 

石
川
県
小
松
市
月
津
町
ラ
三
六
番
地 

 

四 

被
選
挙
資
格
の
区
分 

 

宗
議
会
議
員
選
挙
条
例
第
二
条
第
一
項
第
三
号 

  

立
候
補
に
当
た
っ
て 

  

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
は
、
い
ま
だ
終
息
の
目
処
が
立
た
ず
、
現
在
緊
急
事
態
宣
言
が
二
十
一
都
道

府
県
に
拡
大
さ
れ
る
と
い
う
厳
し
い
状
況
が
続
く
中
、
生
き
る
こ
と
そ
の
も
の
へ
の
不
安
が
老
若
男
女
を
問
わ
ず
、
誰
の
上

に
も
重
く
の
し
掛
か
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
時
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
悩
み
や
不
安
を
抱
え
る
人
び
と
に
少
し

で
も
寄
り
添
い
、
苦
悩
を
と
も
に
す
べ
き
私
た
ち
僧
侶
も
、
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
壁
に
阻
ま
れ
て
、
寺
院
・
門
徒
宅
間
の

往
来
も
ま
ま
な
ら
ず
、
大
切
な
御
仏
事
で
あ
る
葬
儀
・
法
事
、
さ
ま
ざ
ま
な
教
化
活
動
を
十
分
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
状

況
が
続
い
て
い
ま
す
。 

 

急
速
に
進
む
少
子
高
齢
化
と
過
疎
過
密
化
、
総
人
口
ま
で
が
減
少
に
転
ず
る
中
、
近
年
、
大
谷
派
宗
門
の
教
勢
も
減
退
し

続
け
て
い
る
こ
と
は
否
め
ま
せ
ん
。
当
然
、
こ
の
度
の
感
染
症
に
よ
っ
て
、
こ
の
傾
向
が
急
加
速
し
た
と
い
え
ま
す
が
、
教

勢
の
衰
え
自
体
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
現
状
、
教
勢
減
退
か
ら
立
ち
直
り
、
宗
門
が
そ
の
活
力
を
回
復

し
て
い
く
こ
と
は
非
常
に
困
難
に
思
え
ま
す
が
、
社
会
的
大
変
動
と
い
う
外
的
要
因
は
変
え
ら
れ
ず
と
も
、
私
た
ち
宗
門
内

に
起
因
す
る
内
的
要
因
を
根
本
的
に
変
革
し
て
い
く
こ
と
で
、
教
え
を
次
世
代
へ
持
続
的
に
継
承
し
、
宗
門
活
性
化
へ
の
道

を
開
い
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ま
す
。 

 

宗
門
は
、
二
〇
二
三
年
に
お
迎
え
す
る
宗
祖
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
・
立
教
開
宗
八
百
年
慶
讃
法
要
に
向
け
て
三

つ
の
方
針
を
掲
げ
て
い
ま
す
。 

 

一
．
宗
門
の
基
盤
づ
く
り―

新
た
な
教
化
体
制
の
構
築―

 
 

二
．
本
願
念
仏
に
生
き
る
人
の
誕
生
と
場
の
創
造 

 

三
．
あ
ら
ゆ
る
人
び
と
に
向
け
た
真
宗
教
え
の
発
信 

 

宗
門
の
使
命
で
あ
る
二
と
三
に
持
続
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
た
め
に
は
、
一
の
「
宗
門
の
基
盤
づ
く
り―

新
た
な
教
化
体

制
の
構
築―

」
の
具
体
化
が
何
よ
り
も
急
務
と
考
え
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
重
要
性
は
、
感
染
拡
大
に
よ
り
待
っ
た
な
し
の
状

況
と
な
っ
た
と
い
え
ま
す
。 

 

宗
門
に
は
、
教
学
・
教
化
、
人
の
養
成
、
差
別
問
題
や
負
の
歴
史
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
重
要
課
題
が
存
在
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
課
題
は
、
充
実
し
た
学
び
と
十
分
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
尽
く
し
て
継
続
的
に
取
り
組
ま
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ

れ
が
可
能
な
教
団
の
存
続
を
担
保
し
て
い
く
た
め
に
も
、
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
に
よ
る
危
機
に
あ
っ
て
、
ス
ピ
ー
ド
感
を
持

ち
「
縮
充
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
た
抜
本
的
な
行
財
政
改
革
を
断
行
し
、
将
来
に
向
け
て
持
続
可
能
な
宗
門
を
構
築
し
て
い

く
こ
と
が
急
務
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。 

 

こ
の
願
い
に
立
ち
、
教
区
選
出
の
議
員
と
し
て
宗
門
運
営
に
微
力
を
尽
く
す
べ
く
宗
議
会
議
員
選
挙
に
立
候
補
い
た
し
ま

し
た
。 

  

大
聖
寺
選
挙
区
宗
議
会
議
員
選
挙
公
報 

 
 

 
 

 
 

 
 

大
聖
寺
選
挙
区
選
挙
管
理
会 

 

一 

選
挙
発
令
の
告
示 

 

大
聖
寺
選
管
告
示
第
二
号 

 

二
〇
二
一
年
八
月
二
十
一
日 

大
聖
寺
選
挙
区
選
挙
管
理
会 

 
 

こ
の
た
び
、
宗
議
会
議
員
選
挙
条
例
第
三
十
六
条
に
よ
り
下
記
の
と
お
り
発
令
さ
れ
た
の
で
告
示
す
る
。 

記 

一 

選
挙
の
期
日 

 
 
 
 
 
 

二
〇
二
一
年
九
月
十
三
日 

二 

選
挙
人
名
簿
の
縦
覧
期
間 

 

二
〇
二
一
年
八
月
二
十
三
日
か
ら
八
月
二
十
六
日
ま
で 

三 

異
議
の
申
立
期
間 

 
 
 
 

二
〇
二
一
年
八
月
二
十
三
日
か
ら
八
月
二
十
六
日
ま
で 

四 

立
候
補
の
届
出
期
間 

 
 
 

二
〇
二
一
年
八
月
三
十
日
か
ら
九
月
一
日
ま
で 

五 

選
挙
運
動
の
期
間 

 
 
 
 

立
候
補
届
出
の
日
（
受
理
後
）
か
ら
九
月
九
日
ま
で 

 

内
達
第
六
号 

真
宗
大
谷
派
宗
憲
第
二
十
四
条
及
び
宗
議
会
議
員
選
挙
条
例
第
三
十
条
に
よ
り
、
二
〇
二
一
年
九
月
十
三

日
に
宗
議
会
議
員
の
総
選
挙
を
施
行
す
る
。 

二
〇
二
一
年
八
月
二
十
日 

宗
務
総
長 

但
馬 

 

弘 

以 

上 
 

二 

選
出
す
べ
き
議
員
の
定
数 

 

一
人 

 

三 

候
補
者
の
告
示 

大
聖
寺
選
管
告
示
第
三
号 

二
〇
二
一
年
八
月
三
十
日 

大
聖
寺
選
挙
区
選
挙
管
理
会 

来
る
九
月
十
三
日
施
行
の
宗
議
会
議
員
選
挙
に
下
記
の
と
お
り
立
候
補
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
宗
議
会

議
員
選
挙
条
例
第
三
十
九
条
第
一
項
に
よ
り
告
示
す
る
。 

記 

一 

候
補
者
の
氏
名 

 
 
 
 
 
 
 

但
馬 

弘 

二 

所
属
す
る
寺
院
・
教
会
の
名
称 

 

興
宗
寺 

三 

所
在
地 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

石
川
県
小
松
市
月
津
町
ラ
三
六
番
地 

四 

推
薦
届
出
人
の
氏
名 

 
 
 
 
 

二
木 

利
行 

以 

上 
 

四 

無
投
票
の
告
示 

大
聖
寺
選
管
告
示
第
四
号 

二
〇
二
一
年
九
月
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

大
聖
寺
選
挙
区
選
挙
管
理
会 

来
る
九
月
十
三
日
施
行
の
宗
議
会
議
員
選
挙
は
、
宗
議
会
議
員
選
挙
条
例
第
八
十
八
条
に
よ
り
投
票
を
行

わ
な
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以 

上 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

告 

知 

事 

項 


